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財
政
金
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委
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会
）

酒
類
小
売
業
者
の
経
営
の
改
善
等
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
五
号

（
衆

）

議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
酒
類
小
売
業
者
の
経
営
の
改
善
の
状
況
等
に
か
ん
が
み
、
現
在
効
力
を
有
す
る
緊
急
調
整
地
域
の
指
定
等
に

係
る
規
定
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
緊
急
調
整
地
域
の
指
定
等
に
関
す
る
経
過
措
置

１

酒
類
小
売
業
者
の
経
営
の
改
善
等
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
以
下
「
緊
急
措
置
法
」
と
い
う

）
が
失
効
す
る
平
成
十

。

七
年
八
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
効
力
を
有
す
る
緊
急
調
整
地
域
（
千
二
百
七
十
四
地
域
）
の
指
定
は
、
平
成
十
八
年

八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

１
の
緊
急
調
整
地
域
の
指
定
に
つ
い
て
、
酒
類
小
売
業
免
許
の
付
与
の
制
限
等
に
係
る
緊
急
措
置
法
の
規
定
は
、
平
成

十
八
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

、

、

３

公
正
取
引
委
員
会
へ
の
措
置
請
求
等
に
係
る
緊
急
措
置
法
の
規
定
は

平
成
十
八
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り



- -2

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
、
検
討

政
府
は
、
お
お
む
ね
一
年
を
目
途
に
、
改
正
後
の
緊
急
措
置
法
附
則
第
五
条
の
規
定
（
緊
急
調
整
地
域
の
指
定
等
に
関
す

る
経
過
措
置
）
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
の
規
定
の
施
行
の
状
況
、
未
成
年
者
の
飲
酒
防
止
に
関
す

る
取
組
、
酒
類
の
適
正
な
販
売
管
理
の
確
保
及
び
酒
類
小
売
業
者
の
経
営
の
改
善
の
状
況
並
び
に
酒
類
の
取
引
の
実
態
等
を

勘
案
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
重
要
性
、
地
域
社
会
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
酒
類
小
売
業
者
の
役
割
そ
の
他
酒
類
及
び

酒
類
小
売
業
の
特
性
を
十
分
に
踏
ま
え
た
制
度
を
整
備
す
る
と
と
も
に
酒
類
に
係
る
取
引
の
公
正
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、

酒
類
の
販
売
業
免
許
の
制
度
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。


